
収納管理WT議事（令和8年2月2日～2月6日）

修正方針（事務局案）への回答
ご回答の理由・詳細など

（事務局からの質問に対する回答もこちらに記載）

機能要件 帳票要件

印字項

目・諸元

表

帳票レイ

アウト

業務フ

ローツ

リー図

税制改正による標準仕様書見直し

1 R8年度 税制改正

令和８年度税制における軽自動車税環境性能割の廃止

に伴い、軽自動車税における種別割の記載を削除す

る。

● ●

0140416

0140419

0140038

0140433

0140435

0140167

0140294

0140387

賦課情報取込（当初）など 軽自動車税（種別割） 軽自動車税（種別割） 報告 税制改正に対応するため。 ー
O列「要件（変更後）」に記

載のとおり

（E市）：

（K市）：意見なし

（C市）：意見なし

（I市）：問題ない

（B市）：意見なし

（J市）：意見なし

（F市）：意見なし

（H市）：意見なし

（D市）：この表にID 0140482の記載がありませんが、添付頂いていた機能要件の帳票には記載されておりま

したので、こちらの表に追加をお願いいたします。

（A市）：意見なし

（地方税共同機構）：意見なし

(デジタル庁)：

(総務省統括アドバイザー)：修正方針に同意する。

（E市）：

（K市）：

（C市）：

（I市）：改正法案の成立が前提

（B市）：

（J市）：

（F市）：

（H市）：行政内部の問題で対象となるものが各年度の軽自動車税等であることがきちんと把握できていれば

問題ないため。（そもそも現在も種別割以前の年度のものも種別割として表現している。）

（D市）：

（A市）：

（地方税共同機構）：

(デジタル庁)：

(総務省統括アドバイザー)：

修正方針（事務局案）のとおりとする。

なお、D市にご指摘いただいた0140482についても同様の修

正を行うこととする。

2 R8年度 税制改正

令和８年度税制における軽自動車税環境性能割の廃止

に伴い、軽自動車税における種別割の記載を削除す

る。

● ● ● ●

0140106

0140111

0140116

0140121

0140129

0140130

0140132

0140133

0140134

0140145

0140147

納付書など 軽自動車税（種別割） 軽自動車税（種別割） 報告 税制改正に対応するため。 ー
O列「要件（変更後）」に記

載のとおり

（E市）：

（K市）：意見なし

（C市）：意見なし

（I市）：問題なし

（B市）：意見なし

（J市）：意見なし

（F市）：意見なし

（H市）：一応意見あり

（D市）：

（A市）：意見なし

（地方税共同機構）：意見なし

(デジタル庁)：

(総務省統括アドバイザー)：修正方針に同意する。

（E市）：

（K市）：

（C市）：

（I市）：改正法案の成立が前提

（B市）：

（J市）：

（F市）：

（H市）：今更なのですが、過去の督促状を印字することがあるあります。年度毎に税目名を管理しているシ

ステムにおいては、税目名を印字する仕組みを導入していることも考えられますので、文言を固定するのでは

なく、NO３同様に任意性を持たせ”軽自動税等”又はシステム内部の税目名のどちらかを印字とするのがよい

と考えます。

（D市）：

（A市）：

（地方税共同機構）：

(デジタル庁)：

(総務省統括アドバイザー)：

修正方針（事務局案）のとおりとする。

3 R8年度 税制改正

令和８年度税制における軽自動車税環境性能割の廃止

に伴い、軽自動車税における種別割の記載を削除す

る。

● ● ●
0140129

0140130

納付書

納付書（送付先付）

領収書部分（継続検査用）における

項番1：証明書タイトル（証明書

部）

軽自動車税種別割納税証明書

（継続検査用）

領収書部分（継続検査用）における

項番1：証明書タイトル（証明書

部）

軽自動車税種別割納税証明書

（継続検査用）等を出力

要検討

帳票タイトルを緩和することで、税制改正

による仕様書修正に伴う事業者及び自治体

の負担を減らすため。

種別割の記載がある他の帳票においては、「例」や

「等」という形でタイトルに任意性があった認識で

す。

納付書（送付先付）の証明書タイトル（証明書部）に

任意性を持たせる修正方針について、賛成か反対のご

意見をT列に記載してください。

そのうえで、U列に当該修正に賛成/反対である理由

や、懸念事項等があれば記載してください。

O列「要件（変更後）」に記

載のとおり

（E市）：意見なし

（K市）：意見なし

（C市）：意見なし

（I市）：問題なし

（B市）：意見なし

（J市）：意見なし

（F市）：意見なし

（H市）：賛成

（D市）：賛成です。

（A市）：意見なし

（地方税共同機構）：意見なし

(デジタル庁)：確認事項につきましては、自治体の事務運用に関する内容のため、回答を控えます。

なお、適合基準日を令和８年４月１日に変更されております。

税制改正に伴う改定であることは理解しておりますが、令和８年４月１日までに事業者が、各自治体への提供

まで含めて対応が可能かを確認されたうえで、適合基準日を検討いただいた方が良いかと存じます。

なお、国民健康保険業務においては「実装必須機能の適合基準日については、標準化期限又は「その機能に関

連する制度の施行日」のいずれか遅い方の日付を定めることとしており、標準化期限以降に制度施行を迎える

実装必須機能については、制度施行日を設定する方針」としています。

具体的には適合基準日欄に「令和8年4月1日又は令和●年度に各市町村において最初に●●法第●条の規定に

基づき●●●を実施する日のいずれか遅い日」」と記載することも可能かと考えております。

(総務省統括アドバイザー)：修正方針に同意する。

（E市）：

（K市）：

（C市）：

（I市）：改正法案の成立が前提

（B市）：

（J市）：

（F市）：

（H市）：自治体の実態に合わせて運用できるように幅をもたせた方がよいと考えます。

（D市）：現時点で「軽自動車税（種別割）が廃止となり軽自動車税という名称となること」が確定していな

い以上、どのような事態にも対応できるよう、任意性は持たせるべきと考えます。

（A市）：

（地方税共同機構）：

(デジタル庁)：

(総務省統括アドバイザー)：

修正方針（事務局案）のとおりとする。

なお、デジタル庁より適合基準日までの対応可能性に関する

ご意見をいただいているが、帳票要件や帳票レイアウトで示

している税目名（例：「軽自動車税」等）は、あくまで例示

であることから問題ないと考えている。

さらに、令和７年度分までの帳票について「種別割」の記載

を残すことは、仕様書上差し支えないと考えており、この点

については、5.1版仕様書のFAQで示す想定である。

事務局方針#

改正・要望内容 標準仕様書改定内容

改正年度 分類 改正・要望内容
標準仕様書

への反映

仕様書分類

ID 要件名 要件（変更前） 要件（変更後） 検討分類 修正事由 確認事項 修正方針（事務局案）

回答集約（地方団体構成員）（収納管理WT）要件の修正に係るご確認事項


